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すでに「企業ナビとやま」
に登録済みの法人は②登録
申請から手続きを進めてく
ださい。



「企業ナビとやま」とは・・・

県内企業への就職を考える方（学生、社会人等）に対して、企業の魅力や
マッチングに関する情報を発信することを目的としたウェブサイトです。



「とやまUターンガイド」とは・・・

富山で働きたい県外在住者（社会人・学生）と企業の皆さまを
橋渡しするマッチングサイトです。



＜ステップⅠ＞
① 「企業ナビとやま」登録

【移住支援金対象法人登録の流れ】



① 「企業ナビとやま」登録方法 （１）

※すでに登録済みの法人は、再度登録する必要はありません。



① 「企業ナビとやま」登録方法 （２）

詳細な登録方法は下記操作マニュアルをご覧ください。
https://kigyonavi-toyama.jp/registration/registration.pdf

操作マニュアルは
こちらにも掲載して
おります。

https://kigyonavi-toyama.jp/registration/registration.pdf


＜ステップⅡ＞
②対象法人登録申請

【移住支援金対象法人登録の流れ】



②対象法人登録申請（１）

申請登録にあたっては、下記の提出物を郵送または持参にて提出してください。
「（１）対象法人登録申請書」のみ、電子メールでの提出も受け付けます（※）
※「（２）履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書その他必要な書類等」は、正本を郵送または持参にて提出してください。

【提出物】
（１）対象法人登録申請書

（２）履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書（３か月以内に発行されたもの）、
その他必要な書類等

【提出先】
〒930－8501 富山市新総曲輪１番７号
富山県 商工労働部 労働政策課

【（１）申請書メール提出先】
Mail: arodoseisaku@pref.toyama.lg.jp

件名:【対象法人申請】○○株式会社

Ｐ１１以降の記載例に添って、
記入（入力）をお願いします。

mailto:arodoseisaku@pref.toyama.lg.jp


②対象法人登録申請（２）

①対象法人登録申請書を入手
※とやまUターンガイドTOPページ
「移住支援金特設ページ（法人向け）」に掲載しています。



②対象法人登録申請（３）

①申請書を記入or入力（左記申請書）
↡
②添付書類と併せて、県へ提出
↡
③県が確認後、電子メールにて
「承認通知」を送付。

※その後、求人情報登録画面で
「移住支援金対象求人」入力手続きが
可能となります。

記載例に添って、記入（入力）を
お願いします。

申請様式（記載例）



②対象法人登録申請（４）

※登録企業ID確認方法
「企業ナビとやま／とやまUターンガイド
企業マイページ」にログインし、
企業マイページの左上に記載されている
企業ID（英数字）を記載してください。

申請様式（記載例）



＜ステップⅢ＞
③「とやまＵターンガイド」

求人情報登録

【移住支援金対象法人登録の流れ】



①「企業ナビとやま／とやまＵターンガイド 企業マイページ」にログイン
ＵＲＬ：https://kigyonavi-toyama.jp/mypage-corp/login/

③「とやまＵターンガイド」 求人情報登録（１）



③「とやまＵターンガイド」 求人情報登録（２）

①企業マイページにて、
『とやまＵターンガイド求人情報登録』
ボタンをクリックします



①『求人情報登録・変更』をクリックし、
求人情報一覧画面に移動します。

②『新規求人情報登録』ボタンをクリックします。

求人登録にあたり、
ご不明な点があれば下記までご連絡ください。
連絡先：富山くらし・しごと支援センター

大手町オフィス TEL：0120-108-250

①

②

※県から「承認通知」のメール受信後、移住支援金対象求人の求人情報登録が
可能となります。

○すでに移住支援金の要件を満たす求人情報を
掲載している場合も、「移住支援金対象求人」
として求人情報登録手続きが必要です。

③「とやまＵターンガイド」 求人情報登録（３）



移住支援金対象求人は、
「対象である」にチェックした上で、
求人情報を入力してください。

※「対象法人登録申請」をお済みで
ない法人は、選択できません。

○対象法人登録済みにも関わらず、
「対象である」を選択できない場合に
は、お手数ですが、
『富山県労働政策課

TEL.076-444-4608』
までご連絡ください。

③「とやまＵターンガイド」 求人情報登録（４）

①移住支援金対象求人
「対象である」をクリック
②以降の項目を入力

①



①左記画面にて、求人情報を入力

②入力が完了したら、
『内容を確認する』をクリック

「企業ナビとやま」で『企業情報』が公開中
であれば、下記アイコンが表示されます。
※このアイコンが表示されていない場合、
求人情報を登録されても、求人情報は
公開されないため、ご注意願います。

②

③「とやまＵターンガイド」 求人情報登録（５）



①『内容を確認する』をクリック

②内容確認画面にて、入力内容に
間違いがないかを確認の上、
『内容を登録する』をクリック

※修正箇所があれば、
『内容を訂正する』をクリック

③「情報を登録しました」という
画面に移動すれば登録完了です

①

②

③

③「とやまＵターンガイド」 求人情報登録（６）



件名：【とやまＵターンガイド】求人情報登録（控え）

以下の内容にて求人情報登録を受付ましたのでご確認ください。

[求人情報]

No. ＊＊＊＊
求人名：○○○○

求人情報は「富山くらし・しごと支援センター」にて承認後、
公開となります。
承認時には、「求人情報承認通知」メールをお送りします。

～～～～～～～～～～～～～～

******************************************

とやまUターンガイド
https://uturn.pref.toyama.lg.jp

******************************************

登録後、右記の「登録（控え）」
メールが、求人情報登録の際に入力
されたメールアドレスに届きます。

※求人登録の内容について確認が必要な場合は、富山くらし・しごと支援センターより、
ご担当者様に連絡しますので、ご対応をお願いします。

③「とやまＵターンガイド」 求人情報登録（７）



【登録後の流れ】

【登録後の流れ】



④求人情報掲載

※移住支援金対象の求人情報掲載画面（イメージ）

1億円



⑤制度対象者が対象求人に就業した後の手続きについて（１）

【就業証明書の発行】

制度対象者から求めがあった場合、
とやまUターンガイド掲載の求人番号や
雇用形態、応募日等を確認できる、
『就業証明書』の発行をお願いします。

時期：対象者の就業後３か月経過頃（想定）
※対象者が就業後３か月以降に
制度申請可能であるため

就業証明書様式
（記載例）



⑤制度対象者が対象求人に就業した後の手続きについて（２）

【支援金支給後の就業継続の確認（１年後）】

申請から１年後に申請を受けた市町村から
就業先に対し、対象者の就業状況確認のた
め「在職証明書」の提出を依頼しますので、
対応願います。

※確認時期を申請から１年後とするのは、下記の
とおり返還要件が決められているためです。

【返還対象者の要件】
（ア）虚偽の申請等をした場合
（イ）移住支援金の申請日から５年以内に移住支

援金を受給した市町村から転出した場合
（ウ）移住支援金の申請日から１年以内に移住支

援金の要件を満たす職を辞した場合


